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研究要旨 

本研究は、先進国における電子処方箋の実装状況と効果について現地視察を通じて調査したものである。対

象国はヨーロッパとアジア圏の中で電子処方箋の導入や運用が進んでいると考えられる国である。具体的に

は、５つの国と地域である。現地視察では、電子処方箋の仕様や制度面の違い、導入効果や重複投薬の削減効

果、普及のための取り組み方策などについて関係者へのインタビューを行った。その結果、各国では電子処方

箋の目的や背景、利用範囲や対象者、データ形式やセキュリティ、ガバナンスや財政面などに大きな差異があ

ることが明らかになった。また、電子処方箋の導入により医療品質や患者満足度の向上、医薬品コストや事務

負担の削減、公衆衛生管理や研究開発の促進などの効果が得られていることが確認された。 

 

目的 

 

現在、各国における医療制度の概略、医療情報基盤

の運営主体、電子処方箋の実施有無（処方チェック

の有無）は明らかになっているが、①導入効果・重

複投薬の削減効果、②普及のための取組方策、③電

子処方箋サービスの仕様や制度面の違い等は十分

に明らかになっていない。各国の電子処方箋実装

状況はインターネットなど用いた文献資料により

調査するが、十分な情報が公開されているとはい

えない。特に各国での社会背景や医療制度、それら

に関連する情報のやり取りなどの運用上の仕組み

に関して各国において十分に整理されたものは報

告されていない。そこで特に先進的な取り組みを

行っている国と地域は、ヨーロッパ、およびアジア

圏を対象とした。現地調査には研究代表者および

研究分担者１名および研究協力者にて行った。 
 

対象とする諸外国について 

 本研究では、以下の国々と対象とした。また、
訪問の施設および日程は以下のとおりである。 
⚫ ヨーロッパ 

➢ スウェーデン 
訪問先: スウェーデン薬局協会 
日時：２０２３年１０月１６日（月）
９:００-１１：００ 
 
訪問先：スウェーデン eHealth 庁（S
wedish eHealth Agency） 
日時：２０２３年１０月１６日（月）
１４：３０-１６：４５ 
 
訪問先：アポテケット社（Apotek Hjä
rtat AB）Apotek Hjärtat Odenplan, 
Stockholm 
日時：２０２３年１０月１６日（月）
１７：００-１８：３０ 
 
訪問先：国営アポテケット社（Apotek

et AB） オレブロ分包センター 
日時：２０２３年１０月１７日（火）
９：００-１１：００ 
 

➢ エストニア 
訪問先：ヴィルデ薬局（Vilde Apote
k） 
日時：２０２３年１０月１８日（水）
９：００-１２：００ 

 
➢ デンマーク 

訪問先：ソンデルブロ薬局（Sønderbr
o Apotek） 
日時：２０２３年１０月１９日（木）
１２：００-１４：００ 

 
➢ オランダ 

訪問先：オランダ王立薬剤師協会（de 
Koninklijke Nederlandse Maatschap
pij ter bevordering der Pharmacie, 
KNMP） 
日時：２０２３年１０月２０日（金）
９：００-１４：３０  
 
訪問先：Nicitz 
日時：２０２３年１０月２０日（金）
１５：００-１７：３０  

 
⚫ アジア 

➢ 台湾 
日時：２０２４年１月２３日(火）〜１月
２６日（木） 
訪問先：微笑藥師藥局、国立台湾大学病
院、艾米力薬師薬局 

 

訪問結果の概要 

スウェーデン 

欧州で電子処方箋を発行する比率が最も高い国で

あるスウェーデンは、電子処方箋を広く使うように

なった経緯やその際に直面した課題等を理解するの

に適した対象である。今回は、電子処方箋を応需す

る調剤薬局および医薬品を服用回ごとに小分けする



分包センターに訪問した。また、電子処方箋を統括

する政府機関を訪問した。スウェーデンの薬局業界

は、自由市場の国として分類され、薬局は民間が

参入し、４つの大手グループがほとんどのシェア

を占めている。これらのグループは、薬局の数や

規模、サービス内容などによって差別化を図って

おり、激しい競争が続いている。スウェーデンの

薬局は、顧客の満足度が高く、薬剤師に対する信

頼も高い。薬局は、プライマリケアの役割を担

い、薬局への患者訪問数は年間約 1 億 3,000 万回

である。薬局では、処方箋医薬品の調剤だけでな

く、一般用医薬品（Over the Counter drugs, 

OTC）の販売やワクチン接種、オンライン医療相

談などのサービスも提供している。スウェーデン

では、オンライン薬局が認められており、電子商

取引の割合は業界の売上高の 20％となっている。

オンライン薬局では、処方箋薬のほかに、OTCや

生活物品なども販売している。オンライン薬局の

利用者は、自宅や宅配ボックスなどに医薬品を届

けてもらえるほか、スマートフォンアプリで自分

の薬歴や医薬品費の自己負担などの情報を確認で

きる。オンライン薬局の収益構造としては、処方

箋薬が 50%、OTC9％、その他 40%であり、生活

物品の販売割合が高い。スウェーデンでは、処方

箋の 99％以上が電子処方箋である。電子処方箋は

1998 年にシステム化され、eHealth 庁が管理し

ている。電子処方箋は、医師、薬剤師、患者の三

者が共有できる仕組みである。医師は、スウェー

デンで広く普及されているバンク IDでログイン

し、個人を認証した後に電子処方箋を発行する。

薬剤師は、免許証やバンク IDなどで本人確認を

行い、電子処方箋を受け付ける。患者は、

eHealth 庁のWeb サイトや医療ポータルサイ

ト、薬局アプリなどで自分の電子処方箋の情報を

閲覧できる。電子処方箋は、処方箋の有効期間は

１年間、５年間の薬歴が本システムで確認できる

ようである。電子処方箋の課題としては、配送方

法による価格の違い、医薬品の紛失や誤配送、本

人確認の必要性などがある。また、各地域の医療

情報の共有化ができていないことも問題となって

いる。スウェーデンでは、一包化調剤も行われて

おり、国営アポテケット社のオレブロ分包センタ

ーでは、約 10 万人分の一包化調剤を担ってい

る。一包化調剤は、各地域の行政と契約し、老健

施設や在宅の患者に対して提供している。一包化

調剤は、２週間分を１回に払い出し、処方箋の変

更や中止がない限り定期的に届け続ける。一包化

調剤の運用には、錠剤自動分包機や錠剤鑑査機な

どの機器が導入されており、薬剤師は処方内容の

確認や最終チェックを行っている。薬品の取り揃

えやぶんぽう作業自体は非薬剤師が行っている。

スウェーデンでは、毎月一番安い医薬品を調剤す

るよう政府から求められている。また、医薬品に

は EU指令によりシリアル番号管理がされており

偽薬防止などの観点で調剤時にシリアル番号の確

認を行う必要がある。 

 

エストニア 

エストニアでは実診療から調剤および薬剤の提

供に至るまでの現状を把握するため、主に調剤薬

局および家庭医（General Practitioner, GP）施

設を訪問した。エストニアの薬局は、以前は医薬

品卸により経営されている薬局が多かったが、

2020 年から薬局の適切な機能を保つためには医

薬品卸の経営では無く薬剤師による経営のみに移

行している。エストニアでは病院やクリニックは

全て公立機関であるが、薬局は私的機関として位

置付けられている。薬局の業務は、処方箋による

調剤と OTCの販売であり、当該薬局では一部先

進的な取り組みとして、老健施設に対し一包化調

剤の提供を行っている。患者への服薬指導などは

無料で実施されており、薬局サービスとして、服

薬に関する患者への指導を医師にフィードバック

するサービスを試験的に実施しているとのことで

あった。電子処方箋の受付は、国民 IDカードの

提示により行い、薬剤師も患者情報を閲覧するこ

とができる。医療記録はナショナルデータベース

として記録されており、GP施設や一部の薬剤師

が閲覧可能となっている。処方箋はジェネリック

名で記載されており、薬剤師は、調剤時に一番安

い医薬品を提供しなければならない。処方箋の有

効期間は６カ月であり、処方時には薬品ごとに処

方理由の入力が必要である。訪問した GP施設は

医師 4名、看護師 6人、助産師、セラピストなど

よって構成されていた。エストニアの医療制度で

は、国民は全て公的保険に加入しており、医薬品

については疾患により負担率が異なる。GPの診

察を受けるには、看護師に連絡し医師の診察が必

要かを確認したうえで必要と認められれば GPの

診察を受けることができる。また、GPが認めた

場合のみ専門医を受診できるようになっており、

病院へは容易に受診できない。GPは、国民 IDカ

ードにより患者情報を閲覧し、処方箋を発行する

システムを使っている。処方箋は、医薬品の種類

により２カ月処方または６カ月処方が発行でき

る。患者は自身の医療記録を確認することがで

き、本人のほか、18歳までの子供の医療記録は親

も閲覧可能となっている。エストニアでは、国境

を越えた電子処方箋の流通が可能であり、ノルウ

ェー、スペイン、ポルトガルの処方箋がエストニ

アで調剤できる。このシステムは、2005 年から



ステップごとに導入されており、10年以上の年月

を経て現在に至っている。 

 

デンマーク 

デンマークでは調剤薬局を訪問し、薬剤師事業

の開発プロジェクトや、薬局における ITやサー

ビスの開発に関する説明を受けた。訪問先薬局で

は、これまでに薬剤師事業の開発に従事し、薬学

を専攻する大学と協力して薬局のネットワークを

構築したり、病院の薬剤部門と薬局の協力体制に

取り組んだりしてきた。さらに、また、薬局の現

場を知る薬剤師として、国民医療カード（FMK）

や電子処方箋の事業にも関わっていた。デンマー

クの医療の電子化に関連して、FMKや電子処方

箋、医薬品の流通や価格に関する仕組みなどの説

明を受けた。デンマークでは、社会保障番号をも

とに患者の医療記録を集中管理し、医師や薬剤師

などが閲覧できるようになっている。また、処方

箋は 100％電子化されており、医師は手書き処方

を禁止されている。さらに、医薬品の流通や価格

については、後発医薬品を推進し、製薬企業が売

値を決め、国が薬局のマージンを決めている。薬

価は 2週間ごとに変更されるため、薬局では在庫

管理を徹底して改定へ対応している。薬局では、

政府が提供するシステムと連動した薬局独自のシ

ステムを利用し、患者の IDカードを読み込んで

処方箋や医薬品の履歴を確認可能である。処方デ

ータは在庫システムとも連動しており、薬局地下

にある薬剤の自動払い出し機で医薬品を自動的に

ピックアップし、薬局のブースに搬送していた。

薬剤師は、医薬品のシリアル番号を読み取り、

EUのシステムに登録し、患者に服用方法を示し

たラベルを貼り付けて渡していた。さらに、市か

ら依頼されたホームケア患者の医薬品の一包化調

剤や配送のサービスについても行っていた。この

薬局では、7,500 人の患者の一包化調剤を行い、1

日約 150 人分の医薬品を配達していた。一包化調

剤は、2 週間サイクルで払い出し、錠剤自動分包

機 5 台で調剤していた。デンマークでは慢性疾患

の継続処方を対象として薬剤師が 1 回に限り処方

可能となっており、医療機関と連携しながら患者

のニーズに対応できる制度が存在した。将来的な

展望として AIの活用について議論した。電子処

方箋データや医療記録等を AIで解析し、薬剤師

の関与が必要か患者の状態を自動で判別できるよ

うになれば、薬剤師が患者により適切な情報提

供・指導等が行える可能性があると思われた。 

 

オランダ 

オランダでは、オランダ王立薬剤師協会（KNMP）

および国家インフラに関連する医療情報システム

の開発を手掛ける Nictiz を訪問した。オランダの

医療制度では、GPがゲートキーパーとなり、地域

の薬剤師と緊密に連携していた。薬剤師は、電子処

方箋を受け取り、薬の相互作用や投与量などをチ

ェックし、必要に応じて医師や他の薬剤師と連絡

を取っていた。薬局は、調剤薬局や病院内の調剤薬

局など、約 2,000 軒があり、患者は自由に選択でき

るが、80%の患者は同じ薬局に通っているという。

オランダ王立薬剤師協会は、薬剤師のみが会員と

なる組織で、14 の部門に分かれて活動していた。

広報や研修のほか、院内製剤の品質テストや G-

Standardと呼ばれる医薬品データベースの作成な

ども行っていた。G-Standard は各薬局で基本的に

利用されており、医薬品関連用語・コードの統一が

図られていた。 

Nictizは、医療情報の標準化に努める機関で、政

府からの資金提供を受けながら、政府から独立し

た立場で活動している。Nictizは、医療機関、統括

組織、ICTサプライヤー、政策立案者などのネット

ワークを構築し、医療データの交換や相互運用性

に関する標準を開発・保守していた。Nictiz は、

LSP（Landelijk Schakelpunt）という国家インフ

ラの開発にも関与しており、これは医療提供者間

で医療情報を安全に交換するためのシステムであ

る。Nictiz の現在の活動目標は、「Medication 

overview」というプロジェクトであり、これは患者

の薬歴やアレルギーなどの情報を一元的に閲覧で

きるようにするものであった。このプロジェクト

は、医療ミスによる意図しない入院を防ぐために

重要であり、50 以上の団体と協力して 10 のステ

ップに分けて開発されていた。Nictiz におけるシ

ステムの開発は FHIR を利用したものであるがシ

ステム開発する際には常に HL7 International と

のコミュニケーションをとりながら進められてお

り、システムの設計から、仕様の公開、実装および

テストに至るまで、国際的なプロセスで行われて

いた。自ら開発するものが常にオランダの独自仕

様とならないよう常にグローバル組織と整理しな

がら進められていた。 

 

台湾 

今回は、台北市にある微笑藥師藥局、国立台湾大

学病院、艾米力薬師薬局の 3 か所を訪問した。微笑

藥師藥局は、台湾では珍しい面薬局と呼ばれる形

態の薬局である。日本の薬局と同等の広さで、月

3,000 枚の処方箋を受け付けている。処方箋調剤の

診療報酬は 100 元（約 470 円）であり、売り上げ

の多くは OTCの売り上げである。薬剤師は薬局シ

ステムに情報を取り込み、情報管理を行っている。

薬品は英名アルファベット順に並べられ、約 1 万

品目の薬品を保管している。国立台湾大学病院は、

台湾最大の医療機関であり、1890 年代に日本統治

下で設立された歴史ある病院である。本院は 2,570

床を有し、外来処方は院内で調剤され約 8,000 枚

の処方箋を調剤している。薬剤師は 250 名で、セ



クション別に業務を行っている。医薬品の品質確

認には HPLC などの分析機器を活用し、年間 600

回程度の成分量の確認などを行っている。在庫管

理システムを導入し、自動搬送設備を利用して調

剤薬を交付している。処方情報の管理は、国のクラ

ウドシステムからの薬剤情報および病院の薬剤情

報をもとに作成されている。医薬品コードとして

は ATC分類を基本として管理されている。艾米力

薬師薬局は、耳鼻科クリニックの隣に併設された

薬局であり、台湾では一般的な形態である。在庫品

目数は約 170 品目で、毎日 60〜120 枚の処方箋を

受け付けている。処方箋の 99%は隣接のクリニッ

クからであり、クリニックと薬局の情報システム

は連携している。患者は薬局で処方箋と健康カー

ドを提出し、国のクラウドシステムにアクセスし

て調剤薬を交付する。会計はクリニックで済まし

ている。 


